
情報公開・提供の検証、見直し第三者委員会（見える化委員会）報告書 

【検証結果の概要】 

○ 情報公開条例の不開示情報 「行政執行情報」の具体化、「国等関係情報」の削除 

・ 開示・不開示の判断について、今後も判例等の情報を収集し、研究 

第１章 情報公開（公文書の開示等）

○ 公文書の管理に関する条例を制定 

   （公文書の管理、歴史公文書の利用・保存、第三者機関の設置 等） 

○ 文書管理と情報公開の「公文書」の範囲を統一 

○ 公文書と個人管理文書を明確に区別 

○ 文書の作成義務、作成範囲の明確化 

○ 文書の保存年限、廃棄の判断基準の見直し 

○ 電子文書の保存期間、保存場所、保存期間満了後の処理の見直し 

○ 文書管理システムの導入 

○ 公文書管理に関する第三者機関の設置 

○ 文書管理者の点検、監査責任者の監査を実施 

○ 文書管理に係る研修の実施、不適正な公文書管理に対する懲戒処分等の検討 

第２章 文書管理

○ 選定基準、選定項目の見直し・明確化 

○ レコードスケジュールの設定 

○ 専門知識を持つ職員の育成 

○ 利活用の促進（電子化・ＨＰ掲載の推進、広報の実施、学習活動での利用促進） 

○ 公文書センターの所蔵数の増、将来的な公の施設への転換 

第３章 歴史公文書の保存

○ 公表すべき事故・事件の種類、公表方法・時期等についてガイドラインを策定 

※ 「職員の不祥事事案に係る公表基準」、「山形県子育て推進部所管県立入所施

設事故等公表基準」を策定 

第４章 事故・事件が発生した場合の公表

○ 「山形県行財政改革推進プラン」において、県民との対話や県政運営の透明性確保

に向けた情報公開等の取組を推進することとしており、特に県政の透明性を一層確保

する取組の具体化を検討課題として認識してきたところ。 

○ 情報公開条例制定から 20 年を迎え、個人情報保護への県民の意識の変化、ＩＣＴの

発達など、社会情勢も大きく変化している。県政運営の透明性の確保・向上を図るた

めには、不断の検討・検証を継続していくことが必要。 

○ 昨年 11 月に「情報公開・提供の検証、見直し第三者委員会」（見える化委員会）を設

置し、情報公開・提供全般について、６回にわたり幅広い観点から検証を行ってきた。 
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○ 災害発生時に公表する情報（被災状況、安否確認情報）、公表方法、時期等につい

てガイドラインを策定 

第５章 災害が発生した場合の公表

○ 原則回答の徹底（除外するものを限定） 

○ 原則公開の徹底 

（全部を公開できない場合も、個人情報の削除、一般化などにより公開） 

第６章 広聴案件に対する対応状況の情報提供 

○ 附属機関、要綱等に基づく協議会等に加え、政策形成に関与する「個別の決裁に基

づく協議会等」を公開対象に追加 

・ 審議会等の非公開基準については現行基準のとおり 

○ 会議を非公開とする場合は、その理由をホームページ等で具体的に明示 

   ※ 運用の精査を行い、２０の会議を公開・一部公開に 

第７章 会議等の公開 

○ 庁内会議の記録の作成義務の明確化 

○ 県の政策・重要な意思決定に係る庁内会議は、原則として会議録を作成 

第８章 庁内会議の記録の作成・保存

○ 県民等のニーズが高い分野の情報やニュース性の高い各部局の新規施策、重点事

業について、情報発信を強化 

○ 報道機関や社会的な関心が高い案件、他県で行われている記者発表案件について

は、積極的に記者発表（記者説明）を実施 

○ 計画的で、媒体を意識した情報提供を実践 

第９章 記者発表などによる情報提供 

○ 行政情報センターの資料配架状況をＨＰ等で積極的に情報発信 

○ 開示請求の多い公文書について、行政コストとの兼ね合いに注意しつつ、行政資料

として取り扱っていく方向で検討 

第１０章 県が保有する行政情報の積極的な提供 

○ 統計情報データベースのＰＣで編集できるデータ形式への変更、数的拡大 

○ オープンデータカタログについて、「推奨データセット」を公開。それ以外の既存デー

タのコンピュータで判読可能な形式への変更、数的拡大 

○ 官民データ活用推進計画を、「ＩＣＴ推進方針（仮称）」と一体的に策定 

○ 県民のあゆみや県メルマガなど、県広報媒体を通じて紹介 

第１１章 オープンデータなどの推進 


